
ノーマルタイヤでの雪道走行は、罰則対象になります！

道路交通法等により、積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路
において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ
チェーンを取り付け、又は全車輪にスノータイヤやスタッドレスタイヤ
等を取り付けることが義務付けされており、違反すると罰則の対象
となります。
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道路に関するご
意見やご質問、
出張所通信の感
想など、どんどん
お寄せ下さい！

尾花沢国道維持出張所HPアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/

皆さん、冬タイヤから夏タイヤに早々に交換したりしていませんか？
今年は暖かい日も続き、例年に比べて雪解けも早く進んでいるため、タ
イヤ交換をした方もいるのではないでしょうか…。

それ、ちょっと待ってください！
天気予報を見ると、まだ雪予報がでている地域もあります。雪道の

ノーマルタイヤでの運転は、自分だけでなく、周りを巻き込む事故に
なってしまう場合もあります。
タイヤ交換は、もう少し暖かくなってからにしてはいかがでしょうか…

知っ得
コト！

罰則：５万円以下
反則金：大型/７千円

普通/６千円
二輪/６千円
原付/５千円


